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兵庫県新型コロナウイルス感染症関連特設サイト

兵庫県の公式HPにて、新型コロナウイルス感染症に関する特設サイトを設置しています。
支援対象を「個人」と「事業者」に分かれております。以下のページよりご確認ください。

個人向けページ：https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/corona/corona_support_top02.html
事業者向けページ：https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/corona/corona_support_top01.html
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相談窓口一覧（抜粋）

兵庫県公式HPでは、内容に応じた相談窓口を掲載しております。本冊子では、その中の一部を
抜粋しております。詳しくは下記WEBサイトをご覧ください。

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/coronatoiawasemadoguchi.html

◆兵庫県緊急事態措置コールセンター（緊急事態措置の内容に関する問い合わせ）
電話：078-362-9921
受付時間：平日 午前9時～午後5時（ただし、令和３年５月９日(日曜日)までの土・日・
祝日は開設）

◆兵庫県休業・時短協力金コールセンター
電話：078-361-2501
受付時間：平日 午前9時～午後5時（ただし、令和３年５月９日(日曜日)までの土・日・
祝日は開設）

◆新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金相談窓口
電話:078-362-3056
受付時間:平日 午前9時～午後5時
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新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、兵庫県が行った4月1日からの営業時間短縮
の要請に応じてくださった飲食店を運営する事業者の皆様に対し、協力金を県と市町が協調し
て支給します。

◆第３期協力金

◆まん延防止等重点措置

【問合せ先】
兵庫県時短協力金コールセンター
電話：078-361-2501 受付時間：平日 午前９時～午後５時
▼詳しくは下記ページをご覧ください
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/jitankyouryokukin3.html
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https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/jitankyouryokukin3.html


◆緊急事態措置
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第2弾がんばるお店・お宿応援事業

【問合せ先】
第2弾「がんばるお店・お宿応援事業」事務局（兵庫県中小企業団体中央会）
電話：078-595-9008（土日祝を除く、平日午前9時から午後5時まで）
▼詳しくは下記ページをご覧ください
https://www.chuokai.com/2nd-ganbaruomiseoyado/ 8

（出典：兵庫県中小企業団体中央会）

https://www.chuokai.com/2nd-ganbaruomiseoyado/


雇用調整助成金の特例

「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、
従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整（休業）」を実施す
る事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

〇支給の対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主
を対象としています。
１．新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
２．最近１か月間の売上高または生産量などが前年同月比５％以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。

３．労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

〇助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助
成対象です。学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊
急雇用安定助成金」の助成対象となります。

【問合せ先】兵庫労働局ハローワーク助成金デスク TEL：078-221-5440
県労働局・公共職業安定所（ハローワーク）
（一覧：https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000628994.pdf）

▼詳しくは下記ページをご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/
pageL07.html
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（出典：厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000628994.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html


観光人材モチベーション向上等支援事業
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近年国内旅行の需要が増加すると同時に、コロナ禍終息後に観光需要のさらなる高まりが予想
される中、観光産業を支える人材不足が大きな課題となっている。このため、観光人材の確保、
育成、定着に向けた地域の主体的な新しい取組を支援します。

〇対象事業者
（１）兵庫県内の観光協会、旅館組合、DMO（登録DMO及びその候補となり得る法人）、公

益法人、第三セクター、商工会議所、商工会及びこれらの団体・企業・県民等が参画す
る協議会等

（２）その他、公益社団法人ひょうご観光本部理事長が特に必要と認めたもの

〇対象事業
交流人口拡大を支える観光産業の人材確保、育成、定着等を目的とする地域の主体的な新し
い取組を対象とする。

〇支援内容
（１）補 助 額 上限 ５００千円
（２）補助対象経費の１／２以内（千円未満切捨）

〇募集期間
令和３年４月１日（木）から随時受付
※申請書は受付次第、順次審査の上交付決定を行い、補助額が予算額に達した時点で受付を
終了する。

【問合せ先】
兵庫県観光企画課 電話：078-362-3837
▼詳しくは下記ページをご覧ください
https://www.hyogo-tourism.jp/subsidy/R3motiv

https://www.hyogo-tourism.jp/subsidy/R3motiv


月次支援金（中小法人・個人事業者）
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2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休
業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50％以上減少した中小法人・個人事業
者等の皆様に月次支援金を給付します。

【問合せ先】
月次支援金事務局 相談窓口 電話：0120-211-240
▼詳しくは下記ページをご覧ください
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

（出典：経済産業省）

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html


一時支援金（中小法人・個人事業者）
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令和3年の緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受
け、売上が減少した中堅・中小事業者に対して、一時支援金を給付します。

【問合せ先】
一時支援金事務局 相談窓口 電話：0120-211-240
▼詳しくは下記ページをご覧ください
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

（出典：経済産業省）

一定の条件を満たした場合に、
書類の提出期限が延長されます

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html


兵庫県中小企業等融資制度

金融機関の伴走支援を受け、経営改善等に取り組む場合、保証料負担を軽減する「伴走型経営
支援特別貸付」を創設します。
また、令和2年度実施の「新型コロナウイルス対策貸付」等、コロナ対策資金も当面の間継続し
ます。
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【問合せ先】
産業労働部産業振興局地域金融室 電話：078-362-3321
▼詳しくは下記ページをご覧ください
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr08/ie05_000000031.html
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https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr08/ie05_000000031.html


新型コロナウイルス感染症特別貸付

◆国民生活事業

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来しているみなさまを
対象とした「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を取り扱っております。

売上が5％以上減少した方などを対象に、運転資金・設備資金を融資します。
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（出典：日本政策金融公庫）



新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に、売上の減少など業況悪化をきたし
ているが、中長期的には、その業況が回復し、かつ、発展することが見込まれる中小企
業者を支援します。

【問合せ先】
日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル 電話：0120-154-505
▼詳しくは下記ページをご覧ください
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

◆中小企業事業
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（出典：日本政策金融公庫）

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html


危機対応融資

【問合せ先】
商工組合中央金庫相談窓口 電話：0120-542-711
▼詳しくは下記ページをご覧ください
https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html
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売上が5％以上減少した方などを対象に、運転資金・設備資金を融資します。

（出典：中工組合中央金庫）

https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html

